
民間（七会）連合協定工事請負契約約款・契約書使用上の留意事項

令和 5 年 1 月　　

1）民間（七会）連合協定工事請負契約約款は、工事請負契約の一般約款であって、契約書、約
款、設計図及び仕様書など（設計図書等）が一体となって請負契約書を構成するものであ
る。この約款は一般的条件を規定するものであるから加除修正することなく使用することを
目的とするものであるが、必要あるときは当事者合意のうえ加除修正することを妨げない。
2）契約書の請負代金額は、総価について契約する趣旨である。すなわち、手続としては、発
注者、受注者が合意した工事価格に消費税及び地方消費税の額を加えた額が請負代金額であ
る。なお、消費税及び地方消費税の額は原則として円未満切捨てとする。
　　受注者が免税業者である場合は、工事価格、消費税及び地方消費税の額の記載を要しな
い。
3）この契約の目的物またはその一部が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（以下「住
宅品確法」という。）第 2条第 1項に定める住宅に該当する場合は次の点に留意する。
ⅰ　受注者は、住宅品確法第 6条第 1項に定める設計住宅性能評価書もしくはその写し（以
下「設計性能評価書等」という。）を契約書に添付し、又は発注者に交付した場合におい
ては、設計性能評価書等に表示された性能を有する住宅を完成して引渡すことを契約した
ものとみなされる。ただし、受注者が契約書においてこれと反対の意思表示をしていると
きは、契約をしたものとはみなされない。
ⅱ　建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅の工事請負契約の当事者間に紛争が生じた場合
は、住宅品確法第66条に定める指定住宅紛争処理機関のあっせん、調停又は仲裁によって
その紛争の解決を図ることができる。
　　ただし、指定住宅紛争処理機関の仲裁に付すことができるのは仲裁合意書を締結した場
合に限る。

4）この契約について特約する事項がある場合は、契約書の「 8．その他」の欄にたとえば次
のような事項を記載する。なお、特約事項は別紙とする方法もある。
ⅰ　第30条（ 2）における違約金の額などを特約する場合。
ⅱ　第34条（ 1）における紛争調停者として、第三者を選ぶ場合又は管轄審査会を特約する
場合。

5）発注者、受注者及び監理者（発注者、受注者が保証人を立てる場合には、保証人を含む。）
が法人である場合は、契約書に氏名又は名称、住所又は所在地とその代表者名を記載し押印
する。
6）請負契約の成立を証するために作成された契約書は請負代金額欄の「工事価格」の額に応
じ、 1通ごとに所定の金額の印紙を貼り付け消印する。
　　（具体的には、国税庁のホームページでご確認下さい。）
7）本建設工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第 9条第 1項に定める対
象建設工事に該当する場合、別紙「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条及
び省令第 7条に基づく書面」に必要事項を記載のうえ、必ず契約書及び約款と一体化する。
8）契約書の 7．は、本建設工事における建設発生土について、発注者・受注者において、そ
の発生予定の有・無及び適切な処理を行うことなどを確認するために、令和 5年 1月の本約
款の改正において設けたものである。
9）受注者は、「下請セーフティネット債務保証事業」（平成11年 1 月28日建設省経振発第 8
号）又は「地域建設業経営強化融資制度」（平成20年10月17日国総建第197号、国総建整第
154号）により資金を借り入れようとする場合は、その内容を十分に説明のうえ、第 6 条
（ 1）に基づく発注者の書面による承諾を得ること。



10）契約書の 5．（ 4）は、建設業法第19条第 1項第13号（契約不適合責任の履行に関して講ず
べき措置）の記載欄である。
・　 5．（ 4）①欄は、平成19年 5 月に成立・公布された新築住宅に係る「特定住宅瑕疵担保
履行法」に対応するものである。
　　この法律は、平成21年10月 1 日以降に引渡される新築住宅に関し、受注者に対して、特
定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、保証金の供託又は責任保険への加入を義
務付けるものである。
　　したがって、発注者（ただし、発注者が宅建業者である場合を除く。）から請け負う工
事の契約目的物が新築住宅＊である場合（特定住宅建設瑕疵担保責任の対象工事である場
合）、 5 ．（ 4 ）は「有」とした上で、別紙に従って、資力確保措置の内容（保証金供託の
内容又は責任保険の内容）を記載する。そして、この別紙は契約書に添付して一体化する
必要がある。
　　なお、別紙（保証金供託）面は資力確保措置を保証金供託で対応する場合に使用し、別
紙（責任保険）面は責任保険加入で対応する場合に使用する。（別紙を使わず、契約書
「 8．その他」の欄を利用して、特約することでも構わない。）
　　＊住宅品確法第 2条第 2項に規定する「新築住宅」
・　 5．（ 4）②欄は、上記①とは別に、履行法で義務付けられる新築住宅に限らず、すべて
の契約目的物を対象とし、発注者と受注者間で、契約目的物に瑕疵があった場合、受注者
が負う修補又は損害賠償の責任を確実に履行することができるよう保証保険契約の締結等
の措置を定めたときは、その内容を契約書に記載しなければならないということに対応す
るものである。
　　これは、「定め」をすること自体を義務付けるものではないが、措置について定めたと
きは、その内容を記載することが必要となる。
　　契約書に保険証書及び保険契約約款等を添付する場合は、詳細内容の記載を省略でき
る。

11）契約書の 5．（ 5）は建設業法第19条第 1項第 4号に係る記載欄である。
　　発注者・受注者間で、工事を施工しない日又は工事を施工しない時間帯を定めた場合は、
「有」とした上で、双方合意して定めた、工事を施工しない日（例えば、○月○日あるいは
毎週○曜日など）又は工事を施工しない時間帯（例えば、毎週○曜日○時から○時までな
ど）の内容を記載欄に記入すること。
12）この契約書に押印する保証人が個人である場合、この保証は民法第465条の 2 に定める個
人根保証となることから、保証人と債権者（保証を受ける者）との間で別途に保証契約を取
り交わし、その中で極度額を定める必要がある。なお、この保証契約の締結に当たっては、
債務者（保証を依頼する者）から保証人に対する民法第465条の10第 1 項に規定する情報提
供義務があることに留意する必要がある。

　（参考）
1）�　本契約約款の内容についての解説書としては、民間（七会）連合協定工事請負契約約款委員会編著『民間
（七会）連合協定工事請負契約約款の解説』（大成出版社）があります。
2）　約款委員会のホームページ　http://www.gcccc.jp/


